
受動喫煙を防止する改正健康増進法が 2020 年 4 月に施行されます 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 

2018 年７月に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、2020 年４月１日より全 

面施行されます。本法律により、望まない受動喫煙を防止するための取り組みは、 

マナーからルールへと変わります。 

 

改正健康増進法における義務内容及び義務違反時の対応は下記のとおりです。 

 

対象【すべての者】 

1.喫煙禁止場所における喫煙の禁止 

2.紛らわしい標識の掲示、標識の汚損等の禁止 

 

対象【施設等の管理権原者等】 

3.喫煙禁止場所での喫煙器具、設備等の設置禁止 

4.喫煙室内へ 20 歳未満の者を立ち入らせないこと 等 

 

義務に違反する場合には、まずは「指導」を行うことにより対応するとされていま 

すが、指導に従わない場合等には、義務違反の内容に応じて勧告・命令等を行い、 

改善が見られない場合に限って、罰則（過料）を適用されることもあります。 

 

（参考） 

受動喫煙対策 厚生労働省 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html 
 
職場における受動喫煙防止対策について 厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000189195.html 
 
職場における受動喫煙防止のためのガイドライン 厚生労働省 
https://www.mhlw.go.jp/content/000524718.pdf 
 


